
下水道の役割

川や湖、海がきれいになります（公共用水域の水質保全）
●下水道が整備されると、公共用水域（川や湖、海）の水質が保たれ豊かな

自然環境が守られます。

　また水質検査を行い、流している水の水質が法律で決められた基準に適

合しているか確認しています。

街がきれいになります（生活環境の改善）
●汚れた水を集めて地下の下水管に流すので、道路や水路に汚れた水が

たまらず蚊やハエの発生を防ぎます。また、トイレを水洗化すること

ができるので、衛生的で快適な生活ができるようになります。

街を浸水から守ります（浸水の防除）
●道路や住宅地に降った雨をすばやく下水道管（雨水管・合流管）で排除

することにより、街を浸水から守ります。

多くの資源・エネルギーを提供します（下水資源の有効利用）
●処理した水は浄化センターの機器用水や場内散水等として、また、農業

用水として再利用されています。処理の過程で発生する汚泥は固形燃

料・肥料・セメントとして、消化ガスは加温ボイラーや発電機の燃料とし

て再利用されます。下水道は、多くの利用可能な資源・エネルギーを持っ

ており、環境に配慮した水循環社会の形成に貢献しています。

● 一般に下水道というときは、市町村が主体となって事業を進める公共下水道を指しますが、下水

道には次の種類があります。なお、現在熊本市では公共下水道並びに流域関連公共下水道での整

備を進めています。

■ 公共下水道
　主として、市街地における生活排水や工場排水を排除し、下水処理場で処理してきれいになった水を河川

や海に放流するもので、市町村が設置し、管理する下水道です。

■ 流域下水道
　一つの河川流域を単位として、二つ以上の市町村にまたがる地域の汚水、雨水などを広域的に排除し処理

するもので、都道府県が設置し、管理する下水道です。

■ 都市下水路
　主に市街地の雨水を排除するためのもので、降雨による浸水や滞水の被害を防ぎます。浄化センター

は有しておらず、雨水は直接河川に流しています。

■ 特定環境保全公共下水道
　公共下水道のうちで、農山漁村の環境改善や、観光地などの湖沼の水質保全をはかるための下水道です。

■ 特定公共下水道
　公共下水道のうち、主として市街地のなかで集中して工場や事業所があるところで、工場排水などを集め

て処理するもので、費用の一部を企業が負担します。（熊本市にはありません）
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下水道のしくみ

下水道のしくみは、大別して下水道管、ポンプ場および浄化センターから構成されています。

マンホール4
道路の下に埋設された下水
道管には清掃や点検などの
維持管理のための出入口と
してマンホールが設けられ
ています。

除害施設2
工場などから出る有害な物
質を含んだ汚水を下水道管
に流す前に、浄化センター
の機能を妨げないように有
害物を取り除く施設です。

沈砂池5
下水道管から流入してきた下
水から土砂を沈めて取り除く
とともに、浮いているゴミを
スクリーンで取り除いた後、
最初沈殿池へ送ります。

汚泥濃縮槽11
最初沈殿池の汚泥
はここに集めら
れ、汚泥を濃くし
て、水分を減らし
ます。

機械濃縮機12
最終沈殿池の汚泥
は水分が多いの
で、機械を使い汚
泥を濃くして、水
分を減らします。

汚泥消化槽（消化タンク）13
汚泥濃縮槽及び機械濃縮機で濃
縮された汚泥をここに集め、汚
泥に含まれる有機物を分解し、
減容する施設です。この有機物
を分解するときに発生するガス
（消化ガス）は、ボイラーや発
電機などの燃料として有効利用
しています。

汚泥脱水機14
汚泥に含まれる水分
をしぼり取ります。
このしぼりカスを「脱
水汚泥」と呼んでいま
す。脱水汚泥は、固形
燃料化のほか、セメ
ントやコンポスト（堆
肥）の原料として有効
利用しています。

固形燃料
化施設

15

脱水汚泥から燃
料化物を製造す
る施設です。燃
料化物は火力発
電所の燃料とし
て有効利用しま
す。

水質試験10
きれいになった水は、法令で定め
られた基準に適合しているかどう
か水質試験が行われます。

最終沈殿池8排水設備1
家庭内の台所・風
呂・洗濯やトイレ
の排水を下水道
管に流します。

下水道管3
家庭や工場の排水を
浄化センターに送りま
す。

最初沈殿池6
沈砂池から送られてきた下水を
ゆるやかに流し、固形物を沈殿さ
せ、下水を反応タンクへ、沈殿し
た固形物はかき寄せて汚泥濃縮
槽へ送ります。

反応タンク7
最初沈殿池から送られてきた下
水に活性汚泥（好気性微生物を
多量に含んだ汚泥）を加え、空気
を吹き込んで混合し、下水の中に
含まれる汚物を微生物に食べさ
せ、沈殿しやすくします。
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火力発電所へ

▲反応タンクの水

反応タンクから送られて
きた水をゆるやかに流
し、海綿状になった活性
汚泥を沈殿させて、き
れいな上澄み水は消毒
施設で消毒して河川へ
放流します。沈殿した汚
泥の一部は反応タンク
へ戻し、残りは余剰汚
泥として、機械濃縮機
へ送ります。

最終沈殿池から送られ
てきた上澄み水に含ま
れる大腸菌等を消毒、
滅菌して、河川や海な
どに放流します。

消毒施設9

▲放流水▲最終沈殿池の水

▲流入水

●は汚水の処理過程　■は汚泥の処理過程
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下水道計画

面積（ha） 人口（人） 水量（m3/日）

全　体　計　画計画
処理区

熊本市の将来の都市像を想定し、市域39,032haのうち市街化区域をベースとした

13,724haの区域に下水道計画を策定しています。計画区域を中・東・南・西・北・

河内・富合・城南及び植木の９処理区に分割し早期完備を目指し事業を進めています。

中　　　　　　部

東　　　　　　部

南　　　　　　部

西　　　　　　部

河　　　　　　内

富　　　　　　合

城　　　　　　南

小　　　　　　計

北部流域関連北部処理区

北部流域関連植木処理区

小　　　　　　計

計

1,548     

4,352     

1,844     

2,128     

81     

410     

556     

10,919     

2,355     

450     

2,805     

13,724     

85,000

263,200

90,900

74,800

4,200

6,400

14,400

538,900

113,200

14,200

127,400

666,300

63,300

142,800

51,400

34,100

2,100

3,100

6,400

303,200

55,300

6,400

61,700

364,900

（1）全体計画

処理区域（H30末）

全体計画区域のうち事業計画に位置付けた区域の下水道整備を進めており、昭和

23年278haでスタート以来区域の拡大を重ね、現在予定処理区域は13,026haと

なっています。この区域について早期整備完了を目指し事業を進めています。
（2）事業計画

面積（ha） 人口（人） 水量（m3/ 日）

事　業　計　画計画
処理区

中　　　　　　部

東　　　　　　部

南　　　　　　部

西　　　　　　部

河　　　　　　内

富　　　　　　合

城　　　　　　南

小　　　　　　計

北部流域関連北部処理区

北部流域関連植木処理区

小　　　　　　計

計

1,548 

4,352 

1,844 

1,863.4 

－ 

288.8 

499 

10,395.2 

2,323.6 

307.2 

2,630.8 

13,026   

86,400

267,900

92,920

70,600

－ 

4,700

13,600

536,120

114,510

10,200

124,710

660,830

64,300

145,200

52,300

31,200

－ 

2,380

6,100

301,480

55,820

4,750

60,570

362,050

未整備区域（未供用区域含む）
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南部浄化センター

●

●

●

●

●

●

●

●

南熊本駅

平成駅

九
州
縦
貫
自
動
車
道

有明海

坪井川

白　川

緑　川

金峰山

高橋稲荷

西区役所

南区役所

北部上下
水道センター
北部上下
水道センター

●
北部上下
水道センター
北部上下
水道センター

西部上下
水道センター
西部上下
水道センター

●
北区役所

井芹川

上熊本駅

熊本城

市役所

竜田口駅

上熊本駅

植木駅

西里駅西里駅

崇城
大学前駅

熊本駅

川尻駅

西熊本駅

富合駅

熊本城

市役所

立田山

水前寺駅

東海学園前駅

新水前寺駅新水前寺駅

東区役所

上下水道局

県庁

加勢川

竜田口駅

武蔵塚駅武蔵塚駅

小山山

戸島山

西部浄化
センター 中部浄化

センター

熊本北部浄化
センター

東部浄化
センター

南部浄化センター

●

●

●

●

●

●

●

南熊本駅

平成駅

九
州
縦
貫
自
動
車
道

有明海

坪井川

白　川

緑　川

金峰山

高橋稲荷

西区役所

南区役所

西部上下
水道センター
西部上下
水道センター

●
北区役所

井芹川

上熊本駅

熊本城

市役所

竜田口駅

上熊本駅

植木駅

西里駅西里駅

崇城
大学前駅

熊本駅

川尻駅

西熊本駅

富合駅

熊本城

市役所

立田山

水前寺駅

東海学園前駅

新水前寺駅新水前寺駅

東区役所

上下水道局

県庁

加勢川

竜田口駅

武蔵塚駅武蔵塚駅

小山山

戸島山

西部浄化
センター 中部浄化

センター

熊本北部浄化
センター

東部浄化
センター

城南町浄化センター 城南町浄化センター

中部処理区

東部処理区

南部処理区

西部処理区

北部処理区

河内処理区

富合処理区

城南処理区

植木処理区

下水道計画

面積（ha） 人口（人） 水量（m3/日）

全　体　計　画計画
処理区

熊本市の将来の都市像を想定し、市域39,032haのうち市街化区域をベースとした

13,724haの区域に下水道計画を策定しています。計画区域を中・東・南・西・北・

河内・富合・城南及び植木の９処理区に分割し早期完備を目指し事業を進めています。

中　　　　　　部

東　　　　　　部

南　　　　　　部

西　　　　　　部

河　　　　　　内

富　　　　　　合

城　　　　　　南

小　　　　　　計

北部流域関連北部処理区

北部流域関連植木処理区

小　　　　　　計

計

1,548     

4,352     

1,844     

2,128     

81     

410     

556     

10,919     

2,355     

450     

2,805     

13,724     

85,000

263,200

90,900

74,800

4,200

6,400

14,400

538,900

113,200

14,200

127,400

666,300

63,300

142,800

51,400

34,100

2,100

3,100

6,400

303,200

55,300

6,400

61,700

364,900

（1）全体計画

処理区域（H30末）

全体計画区域のうち事業計画に位置付けた区域の下水道整備を進めており、昭和

23年278haでスタート以来区域の拡大を重ね、現在予定処理区域は13,026haと

なっています。この区域について早期整備完了を目指し事業を進めています。
（2）事業計画

面積（ha） 人口（人） 水量（m3/ 日）

事　業　計　画計画
処理区

中　　　　　　部

東　　　　　　部

南　　　　　　部

西　　　　　　部

河　　　　　　内

富　　　　　　合

城　　　　　　南

小　　　　　　計

北部流域関連北部処理区

北部流域関連植木処理区

小　　　　　　計

計

1,548 

4,352 

1,844 

1,863.4 

－ 

288.8 

499 

10,395.2 

2,323.6 

307.2 

2,630.8 

13,026   

86,400

267,900

92,920

70,600

－ 

4,700

13,600

536,120

114,510

10,200

124,710

660,830

64,300

145,200

52,300

31,200

－ 

2,380

6,100

301,480

55,820

4,750

60,570

362,050

未整備区域（未供用区域含む）
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白川

JR豊肥本線

東部浄化センター

中部浄化センター

白山

九品寺二

神水

合流式下水道の改善

下水道の排除方式には、汚水（生活雑排水）と道路や屋根などに降った雨水を一本の管に集めて

処理並びに排除する合流式と、汚水（生活雑排水）と雨水を別々の管に集めて、汚水は浄化センター

で処理し､雨水はそのまま河川などに放流する分流式とがあります。

熊本市の公共下水道は、昭和23年に事業着手しました｡昭和30年から昭和40年にかけては、都市化

の進展が著しく、生活排水の処理と共に都市部の浸水対策が重要な課題であったことから、合流式

下水道が多くの大都市（全国191都市）で採用されていました。

本市でも昭和28年の大水害を経て、主に浸水防除を目的として昭和50年まで、市中心部をはじめ

とする中部及び東部処理区の一部、859ヘクタール（下記の合流区域図参照）の区域が合流式で整

備されています。

その後、水質保全の取り組みが強化されるようになり、昭和51年からは分流式で下水道管の整備

（生活排水処理）を優先的に行っています。

熊本市の合流区域

※改築・新築時の下水道への接続については給排水設備課（TEL 096-381-1153）へお問い合わせください。

熊本城

上熊本駅

坪井川

下江津湖

熊本動植物園

健軍電停
上江津湖

水前寺公園

市電通り

国道266号

国道57号

国道3号

JR鹿児島本線

熊本県庁

熊本学園大学

新水前寺駅

水前寺駅

熊本大学

加勢
川

東部処理区内合流区域
216ha

中部処理区内合流区域
643ha

凡　　例

中部処理区　合流式下水道区域

東部処理区　合流式下水道区域

浄化センター

お風呂トイレ台所

合流管

お風呂トイレ台所

汚水管雨水管

上熊本駅前

藤崎宮前駅

熊本市役所
水道町

■分流式 ■合流式

辛島町

西辛島町

白山通り祇
園
橋

世安田崎橋

熊本駅

合流式下水道は、汚水と雨水が同一の管に集まっ

てきます。晴天時は汚水（生活雑排水）だけが流入

するので､スムーズに浄化センターまで流れ適正

に処理されます｡

しかし、雨天時には多量の雨水が管に流れ込むた

め、能力を超えた下水が浄化センターに流入しな

いよう調整する「雨水吐き室」という施設から、

雨水と汚水が混ざりあった下水の一部が処理され

ないまま川へ放流されます。

上記の課題を解決し、より良好な水環境の維持・回復を図るため、平成17年度から平成25年度にかけて、

以下のような取り組みを行いました。改善効果については平成28年度に事後評価を実施し、改善目標の達

成を確認しました。

　■吐き口の改善

　　ガイドウォールの設置等を行い、きょう雑物の流失を抑制しました。

　■ポンプ場の整備・下水道管の整備

　　新花畑ポンプ場の整備・下水道管の布設等を行い、汚水の排除能力を向上させることにより、未処理の

 まま放流される回数を減らしました。

❶汚濁負荷量（放流された汚れの量）を削減しました。　
❷未処理で放流される回数を減らしました。
❸中部処理区・東部処理区の吐き口に、きょう雑物除去装置を設置しました。

河川等へ

吐き口
吐き口

雨水と汚水が混ざり
あった下水

汚水のみの下水

浄化センターへ浄化センターへ

雨水吐き室 雨水吐き室河川等 河川等

晴天時 雨天時

合流式下水道の課題とは

合流式下水道改善に向けて

改善後の吐き口 新花畑ポンプ場

合流管

浄化センターへ

ガイドウォール

制御板

渦流発生

ゴミゴミ

■取り組みによる効果
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白川

JR豊肥本線

東部浄化センター

中部浄化センター

白山

九品寺二

神水

合流式下水道の改善

下水道の排除方式には、汚水（生活雑排水）と道路や屋根などに降った雨水を一本の管に集めて

処理並びに排除する合流式と、汚水（生活雑排水）と雨水を別々の管に集めて、汚水は浄化センター

で処理し､雨水はそのまま河川などに放流する分流式とがあります。

熊本市の公共下水道は、昭和23年に事業着手しました｡昭和30年から昭和40年にかけては、都市化

の進展が著しく、生活排水の処理と共に都市部の浸水対策が重要な課題であったことから、合流式

下水道が多くの大都市（全国191都市）で採用されていました。

本市でも昭和28年の大水害を経て、主に浸水防除を目的として昭和50年まで、市中心部をはじめ

とする中部及び東部処理区の一部、859ヘクタール（下記の合流区域図参照）の区域が合流式で整

備されています。

その後、水質保全の取り組みが強化されるようになり、昭和51年からは分流式で下水道管の整備

（生活排水処理）を優先的に行っています。

熊本市の合流区域

※改築・新築時の下水道への接続については給排水設備課（TEL 096-381-1153）へお問い合わせください。

熊本城

上熊本駅

坪井川

下江津湖

熊本動植物園

健軍電停
上江津湖

水前寺公園

市電通り

国道266号

国道57号

国道3号

JR鹿児島本線

熊本県庁

熊本学園大学

新水前寺駅

水前寺駅

熊本大学

加勢
川

東部処理区内合流区域
216ha

中部処理区内合流区域
643ha

凡　　例

中部処理区　合流式下水道区域

東部処理区　合流式下水道区域

浄化センター

お風呂トイレ台所

合流管

お風呂トイレ台所

汚水管雨水管

上熊本駅前

藤崎宮前駅

熊本市役所
水道町

■分流式 ■合流式

辛島町

西辛島町

白山通り祇
園
橋

世安田崎橋

熊本駅

合流式下水道は、汚水と雨水が同一の管に集まっ

てきます。晴天時は汚水（生活雑排水）だけが流入

するので､スムーズに浄化センターまで流れ適正

に処理されます｡

しかし、雨天時には多量の雨水が管に流れ込むた

め、能力を超えた下水が浄化センターに流入しな

いよう調整する「雨水吐き室」という施設から、

雨水と汚水が混ざりあった下水の一部が処理され

ないまま川へ放流されます。

上記の課題を解決し、より良好な水環境の維持・回復を図るため、平成17年度から平成25年度にかけて、

以下のような取り組みを行いました。改善効果については平成28年度に事後評価を実施し、改善目標の達

成を確認しました。

　■吐き口の改善

　　ガイドウォールの設置等を行い、きょう雑物の流失を抑制しました。

　■ポンプ場の整備・下水道管の整備

　　新花畑ポンプ場の整備・下水道管の布設等を行い、汚水の排除能力を向上させることにより、未処理の

 まま放流される回数を減らしました。

❶汚濁負荷量（放流された汚れの量）を削減しました。　
❷未処理で放流される回数を減らしました。
❸中部処理区・東部処理区の吐き口に、きょう雑物除去装置を設置しました。

河川等へ

吐き口
吐き口

雨水と汚水が混ざり
あった下水

汚水のみの下水

浄化センターへ浄化センターへ

雨水吐き室 雨水吐き室河川等 河川等

晴天時 雨天時

合流式下水道の課題とは

合流式下水道改善に向けて

改善後の吐き口 新花畑ポンプ場

合流管

浄化センターへ

ガイドウォール

制御板

渦流発生

ゴミゴミ

■取り組みによる効果
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熊本市の下水道は昭和23年の事業着手以来着実に整備区域を拡大し、平成30年度末

における普及率は89.7％となり、これまで布設した下水道管の延長は2,648kmに

達します。これはJR熊本駅から北海道浦河駅までの距離に相当します。
（1）普及率

普及状況

熊本
大阪

福岡
東京

札幌
下水道管の布設された長さ

2,648
下水道管の布設された長さ

■下水道人口比普及率

※平均は平成30年度末の値

2,648

全 国 平 均…79.3％ 県　平　均…68.5％

普
及
率（
％
）

（2）平成30年度までの事業実績

■全体計画
事業認可年月日　　昭和23年12月15日　　　　目　標　年　度　　令和10年度

排　除　方　式　　分流式、一部合流式 （平31.3.31現在）

総　事　業

中部処理区

東部処理区

南部処理区

西部処理区

河内処理区

富合処理区

城南処理区

北部流域関連
植木処理区

北部流域関連
北部処理区

13,724　  

666,300　  

32　  

4　  

4　  

6　  

483,283,084　  

163,004,483　  

－　  

47,725,430　  

272,553,172　  

1,548　  

85,000　  

3　  

3　  

2　  

4,352　  

263,200　  

13　  

－　  

1　  

1,844    

90,900　  

5　  

－　  

1　  

2,128　  

74,800　  

4　  

1　  

81　  

4,200　  

－　  

－　  

410    

6,400　  

1　  

－　  

556　  

14,400　  

－　  

－　  

2,355　  

113,200　  

5　  

－　  

450　  

14,200　  

1　  

－　  

11,752

656,907

32

4

4

5

496,500,436

166,577,978

－

50,817,931

279,104,527

1,467

89,256

3

3

2

4,149

276,338

13

－

1

1,601

95,254

5

－

1

1,442

60,036

4

1

0

0

－

－

197

4,522

1

－

405

11,146

－

－

2,288

113,184

5

－

203

7,171

1

－

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

汚水・雨水ポンプ場

浄 化 セ ン タ ー

事 業 費

国 庫 補 助 金

県 費 補 助 金

受益者負担金(その他)

企 　 業 　 債

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

汚水・雨水ポンプ場

処 理 区 域 面 積

処 理 人 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

汚水・雨水ポンプ場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

汚水・雨水ポンプ場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ヵ所）

（千円）

（千円）

（千円）

（千円）

（千円）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）
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熊本市の下水道は昭和23年の事業着手以来着実に整備区域を拡大し、平成30年度末

における普及率は89.7％となり、これまで布設した下水道管の延長は2,648kmに

達します。これはJR熊本駅から北海道浦河駅までの距離に相当します。
（1）普及率

普及状況

熊本
大阪

福岡
東京

札幌
下水道管の布設された長さ

2,648
下水道管の布設された長さ

■下水道人口比普及率

※平均は平成30年度末の値

2,648

全 国 平 均…79.3％ 県　平　均…68.5％

普
及
率（
％
）

（2）平成30年度までの事業実績

■全体計画
事業認可年月日　　昭和23年12月15日　　　　目　標　年　度　　令和10年度

排　除　方　式　　分流式、一部合流式 （平31.3.31現在）

総　事　業

中部処理区

東部処理区

南部処理区

西部処理区

河内処理区

富合処理区

城南処理区

北部流域関連
植木処理区

北部流域関連
北部処理区

13,724　  

666,300　  

32　  

4　  

4　  

6　  

483,283,084　  

163,004,483　  

－　  

47,725,430　  

272,553,172　  

1,548　  

85,000　  

3　  

3　  

2　  

4,352　  

263,200　  

13　  

－　  

1　  

1,844    

90,900　  

5　  

－　  

1　  

2,128　  

74,800　  

4　  

1　  

81　  

4,200　  

－　  

－　  

410    

6,400　  

1　  

－　  

556　  

14,400　  

－　  

－　  

2,355　  

113,200　  

5　  

－　  

450　  

14,200　  

1　  

－　  

11,752

656,907

32

4

4

5

496,500,436

166,577,978

－

50,817,931

279,104,527

1,467

89,256

3

3

2

4,149

276,338

13

－

1

1,601

95,254

5

－

1

1,442

60,036

4

1

0

0

－

－

197

4,522

1

－

405

11,146

－

－

2,288

113,184

5

－

203

7,171

1

－

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

汚水・雨水ポンプ場

浄 化 セ ン タ ー

事 業 費

国 庫 補 助 金

県 費 補 助 金

受益者負担金(その他)

企 　 業 　 債

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

汚水・雨水ポンプ場

処 理 区 域 面 積

処 理 人 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

汚水・雨水ポンプ場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

汚水・雨水ポンプ場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

処 理 区 域 面 積

処 　 理 　 人 　 口

汚 水 ポ ン プ 場

雨 水 ポ ン プ 場

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ヵ所）

（千円）

（千円）

（千円）

（千円）

（千円）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）

（ha）

（人）

（ヵ所）

（ヵ所）
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